
Q7-3 居住者の各種控除額について教えて下さい。 

 

税務上の居住者（Q7-2 参照）は定められた証憑を添付することで、以下の A.から C.の免税額

および各種控除を適用することができます。 

 
 

A:免税額 

納税義務者本人、配偶者、扶養家族それぞれにつき NT$88，000/人（2020 年度） 

なお、納税義務者本人、配偶者およびそのどちらかの直系尊属が 70 歳以上の場合の免

税額は NT$132,000/人（2020 年度） 

 

B.控除額 

控除は①標準控除か②列挙控除を選択適用し、③特別控除は該当するものがあれば適用可 

・B-①：標準控除額 

単身者の場合：NT$120,000/年（2020 年度） 

既婚者の場合：NT$240,000/年（2020 年度） 

 

・B-②：列挙控除額 

以下の項目について、個別に証憑を入手して控除を申請 

 
 

B-③：特別控除額 

以下の項目について、個別に証憑を入手して控除を申請 



 
 

C：基本生活費総額との差額 

最低限度の生活保障のため、毎年政府が発表する「基本生活費総額」（2020 年度は

NT$182,000/人）は課税所得の計算をするときに総合所得総額から控除できる。具体的には、 

①基本生活費総額 と、一番上の表の灰色の枠で囲まれた ②免税額＋控除額（給与所得特別

控除、財産損失特別控除以外の特別控除を含む）を比較し、①＞②の場合は差額を追加控除

できる。 

 

 

 

  


